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‐土地利用と直売所に着目して‐	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４年１１組３２番	 竹内	 詩帆

序章	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

0-1	 背景と目的	 

稲城市矢野口駅を出て川崎街道等の大通りを歩くと、マ

ンション、アパートとロードサイド型の商業店舗が並び、

そのなかに小さな小屋がぽつぽつと見つかる。梨の直売所

だ。主要道路を入ったところは部分的に区画整理も行われ

ており、全般的にはスプロール型の宅地化が進んでいる。

そこにモザイク状に梨園が現れ、農家の屋敷や宅地が点在

する。農家の経営規模はいずれも小さい。端的にいえば、

稲城市の景観は、典型的なスプロール型の郊外に、「梨園」

と「直売所」が混じるところに特徴がある。 
高度経済成長以前、この地域には農村的な景観が展開し

ていただろう。開発が進み、上昇する不動産価値と、同じ

土地で梨や米をつくることで得られる利益との比較のな

かで、各農家が所有地をどう使うかの判断の集積が、この

地域の土地利用パターンをつくりかえてきたのだろう。現

在も宅地に混じって梨園が多く残ることから、「稲城の梨」

は、土地の売却あるいは不動産経営と比べても、同等もし

くはそれ以上の商品価値があるのだろう。  
この地域の農家は、栽培した梨をほとんど市場に出さず、

直売所によって直接顧客に販売している。直売所は、毎年

8-10 月のみ開店し、小規模ながら沿道の風景に活気と魅
力をもたらす。この、わずか 3ヶ月のために各農家が個別
に建築・所有している直売所から、地域にとって重要な戦

略が読み取れるように思われる。  
本研究では、こうした稲城市の景観が形成されてきた歴

史過程をできるだけ全体的に書くための手がかりを得る

ため、以下の３点について明らかにすることを目的とする。  
(1)高度成長期以前の地域景観から、農地の宅地化が進ん
できたプロセスとパターン 

(2)この地域の農家が選んできた「直売」という販売形態
とその理由  

(3)様々な形がある直売所の形態を決める要因  
この研究を通して、大都市近郊農業地帯の近現代におけ

る景観変容に関する特徴的な事例の 1つを提供できる。 
0-2	 調査対象	 

	 調査対象は、東京都稲城市の中でも梨栽培が一番盛んで

ある東京都稲城市押立地区・矢野口地区・稲城長沼地区に

ある梨の直売所と梨園、農家である。	 

0-3	 研究方法	 

序章で目的として述べた３項目に対し、(1)は、１９８
２年、１９９２年、２００４年、２０１３年の住宅地図を	 

	 

用いて用途分布パターンについて検討した。各年の地図を

比較し、どのような用途の土地から宅地化が始まっている

のか考察する。	 

(2)は、主に文献と聞き取りから梨栽培と販売の歴史に

ついての知見をまとめる。「多摩川梨」キーワードに書籍、

郷土便りを探し、基本知識を得た。その後、稲城市の梨農

家の方、ＪＡ東京みなみの方に当時の梨栽培・販売の方法

や稲城市の状況など詳しいお話を伺った。	 

(3)は、直売所が開店する８月中旬～１０月上旬に直売

所８０軒弱を一つ一つ訪ね、直売所の内部調査と実測、写

真撮影を行った。各直売所の場所は「いなぎ農産物直売所

マップ」(1)、「稲城市	 農産物直売所マップ」(2)を参考

に対象地を歩き特定した。また、直売所・自宅・梨園の位

置関係を調査し、直売所の形態との関係を考察した。	 

0-4	 論文の構成	 

	 序章で目的や方法を述べた後、第１章では本論文が前提

として踏まえるべき、稲城市の人口や特徴、農業の概況な

どについてまとめる。第２章では、文献と農家への聞き取

りで得た知見をもとに梨栽培の歴史とそれに伴う販売形

態の推移を述べる。第３章では、高度経済成長後期からの

土地利用の変遷を追い、宅地化の傾向や法則性について検

討する。第４章では、直売所を内部の使われ方によって分

類し、直売所の形態決定について考察する。 
結章では、これら３章で得られた結果をもとに、稲城市の

景観変容について総括的な考察を示す。 

第１章	 稲城市概要	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

1-1	 稲城市	 

	 東京都稲城市は、１９７０年代以降、多摩ニュータウン、

京王相模原線、小田急多摩線の開発が進み、都心へのアク

セスの良さからベッドタウンとして人口が急増した。	 

	 調査対象地である稲城市東部の矢野口・東長沼・押立地

区はもともと多摩川の氾濫原であり古代から稲作が行わ

れていた。現在は、川崎街道・鶴川街道の整備、調布市と

稲城市を結ぶ稲城大橋の開通、京王相模原線稲城駅の開業

により開発が進んでいる。反面、昔からある農地も残って

おり、二面性を持つ地区となっている。	 

1-2	 稲城市の農業	 

	 稲城市の農業産出額を見ると圧倒的に果物が多い。生産

品目別では日本梨のみで半分以上を占めている(3)。梨は

稲城市の特産物であり、収穫時期になると直売所には様々

な種類の梨が並ぶ。とくに、市場に出回ることのない「稲



城」は消費者の人気も高く、近年定着してきた「高尾ぶど

う」と共に贈答品としても選ばれている。	 

第２章	 稲城市の歴史から見た販売形態の推移	 	 	 	 	 

2-2	 江戸時代~	 

	 江戸時代元禄年間に「淡雪」という梨の品種を長沼村に

持ち帰ったことが梨栽培の始まりとされている。 
明治時代になると、水田を梨園に転用する動きが加速。

水田は水の確保が容易であり梨栽培に適していたこと、梨

の販売による現金収入が魅力だったことが理由である。 
１９１９年頃、稲城の梨は神田や東印(現在の新宿)の大

市場に出荷されるようになる。「二十世紀」は、中高級層

向け、「長十郎」は一般層向けの梨として出荷していた。 
2-3	 １９３７年~	 

	 １９３７年、日中戦争が始まると食料増産による強制伐

採もあり梨園は主食中心の農業へと変化していく。 
	 １９４５年、終戦を迎えると再び現金収入を求めて梨栽

培を開始する。大量出荷県の台頭により、市場だしから直

売に踏み切る農家が多かった。直売は、自分で価格を決定

でき、市場より高い価格で販売出来たことが理由である。	 	  
	 １９５５年、観光農園として梨のもぎ取りを、１９６４

年頃には、国鉄を使用して関東圏への輸送を開始。 
	 この時期は、様々な販売方法を試し、より多くの収入を

得方法を模索している時代であった。 
2-4	 １９７４年~	 

	 「稲城」の栽培は１９７４年に始まる。「稲城」は市場

には出回らず、稲城市のみで購入可能な梨として知名度を

上げていく。観光農園によるもぎ取りは「稲城」の栽培量

が増えるにつれて減少した。大きな理由は、今までの梨と

比べ身が大きく、単価が高くなったことである。 
	 １９７４年、関東圏でヤマト運輸宅急便が開始され、国

鉄での輸送がこちらにシフトしていく。１９８０年頃にな

り、宅配便が普及すると出張販売の範囲が調布、日野、川

崎などの稲城市周辺に狭まっていく。遠方まで直接行かず

に梨を届けることが出来るようになったからである。 
	 １９９０年代には、稲城市と調布市を結ぶ稲城大橋が開

通。また大型のショッピングセンターが開店し、周辺の市

から買い物や散歩で稲城市に訪れる人が多くなった。結果、

即売を行う範囲は、更に狭く市内中心に変化していく。 
	 現在、主な販売形態は宅配と直売であり、割合は８：２

程である。直売所に来た客の多くは２０分くらい話してい

く。生産者と話をし、人柄を知ることで商品に対して安心

感が生まれるのであろう。 
	 以上から販売網、交通網が整備されたことで、市内に客

が訪れるようになり、即売に行く範囲が市外から市内に狭

まってきたことが分かった。 
稲城市の梨農家は、かつては小規模農家として市場競争

力を持たなかったがゆえに直売所を設けたが稲城という

品種によるブランド性を確立した後も、以前からの固定客

との関係を継続させながら、なおかつ宅配によって十分な

販路・顧客を獲得していったため、直売という形態を維持

してきたと考えられる。 

第３章	 稲城市の土地利用変化	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

3-1	 梨の栽培面積の推移	 

年代ごとの梨の栽培面積を見てみると、高度経済成長初

期である１９５５年～１９７０年には大幅な減少がみら

れるが、その後宅地化は進んでいるにもかかわらず梨園は

さほど減少していないことが分かった。栽培面積が減少し

ないのはなぜか。どの様な土地から宅地化するのだろうか。 
3-2	 １９８２年	 

この時期の一番の特徴は、水田の多さである。梨園に次

いで水田が多い。宅地と梨園を比較すると梨園の方が多い。 
梨園・水田・宅地は同じ用途である程度固まって存在して

いる。矢野口周辺では梨園・水田・畑・宅地がモザイク状

に混ざり合って分布しており、現在よりさらに混沌とした

景観があったはずである。地割りは、あまりそろっておら

ず乱雑の状態である。 
3-3	 １９９２年	 

	 １９９２年は、１０年間で水田がかなり減少したことが

分かる。土地利用を見ると梨園が一番多く、水田と畑は同

じくらいの面積だろう。水田が減少した理由として、稲作

で削減できる出費よりも、不動産経営や梨栽培で得られる

収入が多くなったことが考えられる(4)。 
区画整理が始まり、稲城長沼地域では地割りが四角形に細

かく整えられ、田が姿を消している。その結果、この部分

は梨園と宅地が混ざり合った現在の稲城市同様の景観が

つくり出されている。地図下段の中心部に主要道路となる

通りを整備する関係で、三沢川の流水ルートが作り替えら

れているのも大きな変化である。 
3-4	 ２００４年	 

２００４年は、水田がかなり減少し、農業地は圧倒的に

梨園が多くなる。地図右下の矢野口地区でも区画整理が始

まる。農地が大幅に減少し、宅地として開発予定の更地を

見ることができる。１９８２年からの２０年で調査対象地

の宅地は大幅に増加している。稲城大橋が完成し、東京都

府中市と稲城市を結ぶ重要な道路となっている。コンビニ

等の増加が確認できる。 
3-5	 ２０１３年	 

	 ２０１３年は、矢野口地区は引き続き区画整理が行われ

ており、さらに農地の減少が進んでいる。その他の地域は、

２００４年と比較し、梨園・水田・畑の割合に大きな変化

は見られない。矢野口地区から榎戸地区にかけて主要道路

となる通りが開通し、ロードサイド型店舗が新しく開店し

ている。地図右上、押立地区と地図右下、榎戸地区に１軒

ずつ大型のショッピングモールができている。 



3-6	 宅地化のパターン	 

３０年間の土地利用を比較した結果、宅地化は主に荒

地・山林・水田から進むことが分かった(図１)。梨園と水
田、双方で得られる利益を比較すると梨園の方が圧倒的に

高いことが、梨園が残り水田が宅地化する理由である。 
一方、梨園が宅地化する面積は少ないが、その場合の実

態はどうだろうか。 
農家への聞き取りより、梨園の減少理由は主に相続税と

区画整理であることが分かった。相続税を支払うために地

価の高い交通の便がよい土地を売却する。少ない売却面積

で多くの金銭を得ることができるからだ。また、アパート

経営などで収入を得るために行う梨園の宅地への転用も

同様である。入居者が集まりやすいこと、家賃の設定が高

くなり、多くの収入が得られることが理由だ。 

 
図１	 １９８２年~２０１３年の土地利用推移(筆者作成) 

3-7	 小結  
	 ３章を通して、土地利用の変容を大きく特徴付けるの

は、梨園以外の農地(主に水田)が早々に手放され宅地化し、
総合的に梨園がよく残されてきたことだという事実が確

認できた。宅地化には農家の現金収入の必要性が関係する。

農家が経済的な理由で農地転用に迫られたとき、梨の生産

効率をなるべく落とさないよう、交通の便がよい道路脇の

土地から先に手放す。その土地は宅地へと姿を変え、「内

地」（稲城市の農家は、主要道路から奥に入った土地を「内

地」と呼ぶ）に点々と残った梨園とモザイク状に入り混じ

った景観をつくり出してきた。 
	 また、梨園の土地の売却は、相続税以外にほとんどない

ことも分かった。背景には、梨栽培に消極的だと近隣農家

や固定客に思われるのを避けたいという心理がある。これ

も、梨園があまり減少しない理由である。 
第４章	 直売所の形態	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
4-1	 直売所の形態類型	 

	 梨の直売所は、ほぼ全てが店主とのやり取りがある有人

のものである。理由は、梨の販売単価が４～５玉で２００

０円と高価であり、代金を払わずに持っていってしまう客

がいると損失が大きいこと、１日の販売量が多いため補充

が必要であることだ。 
	 内部は、気温が高い中でも、１日中直売所内で過ごせる

よう、冷房・トイレ・流し台・テレビ・作業台などがある。

試食を出すため、食器や包丁もある。客の休憩スペースと

なるように机・椅子がある直売所も多い。農家の方が客と

会話を楽しむ場所でもある。生産者と消費者の関係を構築

しているのだ。 
	 また、調査の結果、直売所は梨の販売場所のみでなく、

発送用の梨の梱包場所、梱包のための資材置場としても使

用されていることが分かった。直売所に配置する機能の選

択は農家ごとに異なり、選択方法で５つの類型に分類可能

である。 
4-2	 直売所の分類	 

直売所の形態は、以下 3種の機能の組み合わせ方によっ
て異なり、5つに類型化できる。 
「直売場所」：梨を販売するためのスペース	 

「作業所」：主に発送用の梨を梱包するスペース 
「倉庫」：段ボールなど資材を置くスペース 
■類型１	 直売場所のみ(図２、図３) 
直売所には直売場所のみ、作業所・倉庫は自宅敷地にある。

面積は小さ目である。内部では販売するための梨の袋詰め、

発送用の宛名書きなどを行っている。 

 
図２ 類型１直売所(筆者撮影)、図３ 類型１図面(筆者作成) 

■類型２	 直売場所・作業所・倉庫(図４、図５) 
直売所は直売場所を主とした間取りであり、直売場所 
の奥に作業所、２階、またはロフトに倉庫が付随されてい

る。面積は、類型１と比べ大きい。作業所には入れない。

 
図４ 類型２直売所(筆者撮影)、図５ 類型２図面(筆者作成) 
■類型３	 作業所・直売場所・倉庫 
直売所は作業所を主とした間取りであり、その一角で直を

行っている。2階が倉庫になっている。この類型は、類型
１、類型２と比べて面積がかなり大きく、特に作業所が大

きく取られている。資材用のリフトが設けられている。作



業所に入って商品を購入することとなる。 

     
図６ 類型３直売所(筆者撮影)、図７ 類型３図面(筆者作成) 

■類型４	 (直売場所)・作業所・倉庫(図８) 
直売場所は、簡易テントや作業所の庇の下。建物内の用途

は作業所・倉庫である。 
■類型５	 (直売場所・作業所・倉庫)→自宅内(図９)	 

３種類のスペースが自宅内に設けられている。	 

図８ 類型４直売所(筆者撮影)、図９ 類型５直売所(筆者作成) 

	 直売所の類型によって、形態は大きく変化する。特に大

きさに、顕著に表れる。もちろん「類型２に該当するが作

業用リフトがある」「直売所のつくりや大きさは明らかに

類型１だが作業所として使用している」など例外もある。

4-3	 要素による直売所類型の決定	 

	 上述した直売所の類型の決定には直売所・梨園・自宅の

位置関係が重要なのではないかと考えた。例えば、「自宅

と梨園の距離が遠く、かつ主要道路からも遠い場合、梨園

に近く集客性のよい主要道路脇に類型２の直売所を設け

る」などである。このことはある程度までは当てはまる。

しかし、位置関係だけでは必ずしも直売所の類型を決定で

きないことが分かった。作業性や集客性だけでなく、自宅

のプライバシー確保や発送用の梨を客にどう見せるのか

（即売用の梨の品質を発送用の梨と比較されたくない、も

しくは、発送用の梨も扱っているため、即売用の梨も新鮮

である）などの判断は各農家による部分が大きい。例えば、

「梨園と自宅が近いため、自宅に直売所を類型２で設ける

と効率がよいが、自宅のプライバシーを守りたいため、類

型１を選択し、少し遠方に設ける」あるいは、「発送用の

梨と比較されたくないため、直売所は類型１を選択した」

など同じ類型１であっても、理由は様々である。 
	 以上のように、梨園の大きさ、自宅・梨園・直売所と主

要道路の位置関係でのみで決定するのではなく、各農家の

判断も、直売所の類型に大きな影響を及ぼしていると考え

るのが妥当だろう(図２)。 

 
図２	 直売所類型決定図(筆者作成) 

4-4	 小結	 

	 ４章を通して、直売所は梨を売るためだけの場ではなく、

客との関係を構築する場であることが分かった。これが梨

栽培に対して好感を持ってもらうことに繋がっている。	 

	 また、直売所の類型は、梨園・直売所・自宅・道路の位

置関係と農家の方の事情によって決められることが分か

った。類型によって直売所の形態も変化する。	 

結章	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 本研究は、序章で述べた３項目について明らかにし、稲

城市の景観変容を書くことを目的とした。農家が、手持ち

の土地で利益を得るために考えた結果、水田が消え梨園が

残った。そして、梨園で得られる利益を維持するため、道

路沿いの土地から、宅地化していく。この結果、梨園と宅

地が混在している景観をつくりだした。	 

	 直売所は、農家が梨で十分な利益を得る方法を考えた結

果、生まれたものだ。「土地利用の変化」と「直売所」、形

は違うがどちらも農家が生活収入を最大限得るために考

えた結果だと言える。直売所の形態は、梨園と宅地が混在

していることで発生する梨園・自宅・直売所の位置関係や

梨園の面積が関係している。つまり「土地利用の変化」が

「直売所」の景観もつくり出しているのだ。大きい景観が

小さな景観に影響を及ぼしている。	 

	 残された課題として、直売所のパターンの更なる事例検

討、農業地から完全に都市化した地域との比較検討などが

挙げられる。	 
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